
 

 

宮下病院患者送迎バス運転・管理業務委託仕様書 

 

１ 患者送迎バス運転・管理業務内容 

 (1) 患者送迎バスの運転業務 

 (2) 患者送迎バスの管理業務 

 

２ 使用する患者送迎バス 

 (1) １４人乗りワゴン１台（リース契約） 

 

３ 業務従事日時 

 (1) 運行日 ：委託者の外来診察日 

   土曜・日曜・祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く日 

   令和８年度：２４２日（令和８年４月１日～令和９年３月３１日） 

 

 (2) 業務委託時間（運転及び管理業務の時間） 

   別紙「業務委託時間」のとおり 

 

(3) 業務委託時間の延長 

  ①委託者が特に必要と認めたときは、業務委託時間を延長することができるものとする。 

  ② この場合、上記３(2)の業務委託時間に係る委託料のほか、１時間当たり臨時委託業

務単価（税抜き年間契約額÷１，６２２時間０５分×１．２５〔割増率〕×１．１〔消

費税〕を支払うものとする。（円未満切り捨て） 

 

４ 患者送迎バス運転業務の内容 

 (1) 運行経路及び時間 

   別紙「福島県立宮下病院＜患者送迎バス＞時刻表」のとおり（曜日別路線方式） 

 (2) 運転手の資格：大型第２種免許保有者、又は大型第１種免許保有者で１０年以上の中

型以上の自動車運転業務実績がある者 

 

５ 患者送迎バスの管理業務の内容 

 (1) 点検業務：日常点検（毎日：始業時・終業時）、1ヶ月自主点検 

        （車検、3ヶ月・12 ヶ月法定点検は委託者で実施する） 

 (2) 日常業務：燃料給油（燃料費用は除く） 

         清掃（週１回：室内及び外装） 

 (3) 保 険 等：自賠責保険、対人・対物・搭乗者保険は委託者加入 

 

６ 安全管理等 

 (1) 安全管理 

   受託者は、委託者と随時連絡をとるなどして、安全運転及び車両の管理に十分配慮す

る。 

 (2) 事故への対応 

   受託者は、事故の発生並びに車両及び乗客の異常を認めたときは、速やかに委託者・

関係機関に連絡すること。 

 

 

①委託者 

    宮下病院事務部       ０２４１－５２－２３２１ 

    



 

 

②関係機関 

    三島町 

     会津坂下警察署三島駐在所  ０２４１－５２－２３０４ 

     会津坂下消防署三島出張所  ０２４１－５２－３０３２ 

    柳津町 

     会津坂下警察署柳津駐在所  ０２４１－４２－２０２５ 

     会津坂下消防署柳津出張所  ０２４１－４２－２１５０ 

    金山町 

     会津坂下警察署金山駐在所  ０２４１－５４－２０５４ 

     会津坂下消防署金山出張所  ０２４１－５５－３１００ 

    昭和村 

     会津坂下警察署昭和駐在所  ０２４１－５７－２１１０ 

     会津坂下消防署昭和出張所  ０２４１－５７－２１１９ 

 

 (3) 事故の賠償 

 受託者が業務遂行中に、故意又は重大な過失により委託者又は第三者に損害を与えた

場合は、受託者は損害を弁償するものとする。 

 

７ 従事者名簿・業務報告 

 (1) 従事者名簿 

   受託者は、受託業務の開始に当たり、従事者名簿に従事者の運転免許証の写しを添付

して提出する。なお、大型第１種免許保有者で１０年以上の中型以上の自動車運転業務

実績をもって従事する者は、別紙２運転業務実績証明書を併せて添付する。 

 (2) 業務報告 

   従事者は、毎日の業務完了後、患者送迎バス運転・管理日誌にその日の運行状況を記

入し提出するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙 業務委託時間（案） 

 

 

【令和８年４月１日～令和９年３月３１日】 

 

①  月曜日      ８：００～１５：００（１１：００～１１：４５休憩） 

             （実働６時間１５分） 計４６日  ２８７時間３０分 

 

②  火曜日      ７：４５～１５：００（１１：００～１１：４５休憩） 

             （実働６時間３０分） 計４６日  ２９９時間００分 

 

  ③-1 水曜日     ７：３０～１５：３０（１１：０５～１１：５０休憩） 

   ※第 2･4 水曜日以外 （実働７時間１５分） 計２６日  １８８時間３０分 

 

  ③-2 水曜日     ６：３５～１４：３０（１０：１２～１０：５７休憩） 

   ※第 2･4 水曜日   （実働７時間１０分） 計２３日  １６４時間５０分 

 

③  木曜日      ８：００～１５：００（１１：０５～１１：５０休憩） 

             （実働６時間１５分） 計５０日  ３１２時間３０分 

 

④  金曜日      ７：３０～１５：３０（１１：０５～１１：５０休憩） 

             （実働７時間１５分） 計５１日  ３６９時間４５分 

 

 

合計  ２４２日 １６２２時間０５分 

 

 


